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 副業・兼業ガイドラインが

改定されました 

◆副業・兼業の促進に関する

ガイドライン 

 企業に広く兼業・副業を認

めることを促すよう、現行の

法令のもとでどういう事項に

留意すべきかをまとめた「副

業・兼業の促進に関するガイ

ドライン」（以下、ガイドライ

ン）が、９月に改定されまし

た。企業も労働者も安心して

副業・兼業を行うことができ

るよう、さらなるルールの明

確化を目的としています。 

◆改定の主な内容 

 今回の改定では、労働時間

の通算管理や、安全配慮義務、

秘密保持義務、競業避止義務、

誠実義務等についての記述が

新設されています。なかでも

注目されるのが、労働時間の

通算管理に関する事項です。

長時間労働や健康被害を防ぐ

ために、企業は、労働者からの

自己申告により副業で働いた

時間を把握し、本業と副業の

労働時間を通算して労務管理

を行うとしています。また労

働時間管理については、簡便

な労働時間管理の方法とし

て、「企業の負担に配慮した管

理モデル」（以下、管理モデル）

が示されています。 

◆企業の負担に配慮した管理モ

デル 

 管理モデルでは、副業・兼業

の開始前に、当該副業・兼業を

行う労働者と時間的に先に労働

契約を締結していた使用者Ａの

事業場における法定外労働時間

と、後から労働契約を締結した

使用者Ｂの事業場における労働

時間（所定労働時間及び所定外

労働時間）とを合計した時間数

が、単月 100 時間未満、複数月

平均 80 時間以内となる範囲内

において、各使用者の事業場に

おける労働時間の上限をそれぞ

れ設定し、各使用者がそれぞれ

その範囲内で労働させるものと

しています。 

 また、使用者Ａは自らの事業

場における法定外労働時間の労

働について、使用者Ｂは自らの

事業場における労働時間の労働

について、それぞれ自らの事業

場における 36 協定の延長時間

の範囲内とし、割増賃金を支払

うこととします。 

 これにより、それぞれの使用

者は、副業・兼業の開始後にお

いては、それぞれあらかじめ設

定した労働時間の範囲内で労

働させる限り、他の使用者の事

業場における実労働時間の把

握を要することなく労基法を

遵守することが可能となると

しています。 

【厚生労働省「副業・兼業の促

進に関するガイドライン」】 

https://www.mhlw.go.jp/file

/06-Seisakujouhou-11200000-

Roudoukijunkyoku/0000192844

.pdf 

女性の管理職登用の現状～

帝国データバンク調査から 

帝国データバンクは、７月に

「女性登用に対する企業の意

識調査」を実施し、女性従業員

の割合や管理職登用の現状を

公表しました（回答企業数１万

732社）。 

 

◆7.5％の企業が「女性管理職

30％以上」 

調査結果によると、自社にお

ける女性従業員の割合は平均

25.8％（前年比 0.6ポイント増）

で、「30％以上」と回答した企

業は 31.5％（同 1.3 ポイント

増）となり、比較可能な 2014年

以降で最高となりました。ま



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

た、女性従業員が 10％に満たな

い企業は 28.3％（同 0.3 ポイン

ト減）、０％（全員男性）の企業

は 6.1％（同 0.4ポイント増）と

なりました。 

女性管理職（課長相当職以上）

の割合は平均 7.8％（同 0.1ポイ

ント増）と、微増ですが過去最高

を更新しました。しかし、政府が

目標として掲げている「女性管

理職 30％以上」を超えている企

業は 7.5％（同 0.4ポイント増）

と、依然としてその目標との大

きな差が生じています。政府は、

７月に行われた第５次男女共同

参画基本計画の策定に向けた会

議において、「女性管理職 30％」

の目標を 2020年から「20年代の

可能な限り早期」に先送りする

方針を示しました。 

◆テレワークの活用が重要 

同調査において、「今後、より

一層女性の活躍を促進するため

にどのようなことが重要と考え

るか（複数回答）」という質問に

対して、「妊娠・出産・子育て支

援の充実」が 64.7％（前年比 4.2

ポイント増）と最も多く、次いで

「仕事と子育ての両立支援」「働

き方改革」「保育サービスの充

実」が５割超の回答となりまし

た。 

また、新型コロナウイルスの

感染拡大により「テレワークの

導入・拡大」の回答が 36.3％と

なり、テレワークの重要性が結

果に表れました。政府が７月１

日に決定した「女性活躍加速の

ための重点方針 2020」でも、テ

レワークやオンラインの活用が

重点的に取り組むべき項目とし

て取りまとめられました。 

◆従業員 101 人以上の企業も

情報公開が義務化 

現在、女性活躍推進法では、

女性活躍に関する情報公開が

従業員 301 人以上の企業に義

務付けられていますが、2022

年４月の同法の改正法施行に

より、対象となる企業が従業員

数 101人以上に拡大、義務化さ

れます。今後は従業員が 101人

以上の企業にも女性の管理職

登用が期待されます。 

【帝国データバンク「女性登用

に対する企業の意識調査」】 

https://www.tdb.co.jp/repor

t/watching/press/pdf/p20080

3.pdf 

10 月の税務と労務の手続

期限［提出先・納付先］ 

12 日 

○ 源泉徴収税額・住民税特別

徴収税額の納付［郵便局ま

たは銀行］ 

○ 雇用保険被保険者資格取

得届の提出＜前月以降に

採用した労働者がいる場

合＞ 

［公共職業安定所］ 

11 月 2 日 

○ 個人の道府県民税・市町村

民税の納付＜第３期分＞

［郵便局または銀行］ 

○ 労働者死傷病報告の提出

＜休業４日未満、７月～９

月分＞［労働基準監督署］ 

○ 健保・厚年保険料の納付

［郵便局または銀行］ 

○ 健康保険印紙受払等報告

書の提出［年金事務所］ 

○ 労働保険料の納付＜延納

第２期分＞［郵便局または

銀行］ 

～当事務所より一言～ 

ちょっと暗い話ですいま

せん。 

コロナ禍で今年は自殺者

が大幅に増えているとのこ

とです。コロナ禍が影響して

るかはわかりませんが、芸能

界では三浦春馬さん（30

歳）、芦名星さん（36 歳）、藤

木孝さん（80 歳）、竹内結子

さん（40 歳）が自死されま

した。その方たちの素晴らし

い過去や思い出は残ります

が、未来を生み出すことはあ

りません。今の秋を感じる事

も出来ません。渡哲也さんの

ように「人生を全うされた方

には、「お疲れ様でした」と

見送れますが、なんかそれも

出来ません。まだまだいい作

品を生み出して欲しかった。

残念です。それでも心より、

ご冥福をお祈りします。 

「生きてるだけで丸儲け」 

ｂｙ明石家さんま 

「生きてれば何とかなる」 

   ｂｙはなちゃん 

   （半沢直樹の妻）

 

○ 労働保険印紙保険料納付・納

付計器使用状況報告書の提

出［公共職業安定所］ 

○ 外国人雇用状況の届出（雇用

保険の被保険者でない場合）

＜雇入れ・離職の翌月末日＞ 

［公共職業安定所］ 

 


